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○合志市補助金等交付規則 

平成18年２月27日規則第40号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、補助金等に係る予算の執行の適正化を図るため、法令、条例及び規則等（以

下「法令等」という。）に特別の定めのあるもののほか、補助金等の交付に関し必要な事項を定

めるものとする。 

（定義） 

第２条 この規則において「補助金等」とは、市が市以外の者に対して交付する次に掲げるものを

いう。 

(１) 補助金 

(２) 利子補給金 

２ この規則において「補助事業等」とは、補助金等の交付対象となる事務又は事業をいう。 

３ この規則において「補助事業者等」とは、補助事業等を行う者をいう。 

（事業計画の承認等） 

第３条 補助事業者等は、事業を実施しようとする場合は、事業計画承認申請書（様式第１号）を

市長に提出し、承認を得なければならない。 

２ 市長は、前項の申請があった場合、その事業計画が適当であると認めるときは、様式第２号に

より補助金の内示を行うものとする。 

（補助金等の交付の申請） 

第４条 補助金等の交付の申請をしようとする者は、補助金交付申請書（様式第３号）に事業計画

書（様式第４号）及び収支予算書（様式第５号）を添えて市長に提出しなければならない。 

（補助金等の交付の決定） 

第５条 市長は、補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る内容を審査の上、適当で

あると認める者に対し様式第６号により補助金等の交付の決定をするものとする。 

２ 市長は、前項の決定を行う場合において必要があるときは、申請に係る事項につき修正を加え

て補助金等の交付の決定をすることができる。 

（補助金等の交付の条件） 

第６条 市長は、補助金等の交付の決定をする場合、補助金等の交付の目的を達成するため必要が

あると認めるときは、次に掲げる条件を付することができる。 

(１) 補助事業等を中止し、又は廃止する場合は、市長の承認を受けること。 
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(２) 補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となった場合は、

速やかに市長に報告して、その指示を受けること。 

(３) その他市長が必要と認める条件 

（交付決定内容等の通知） 

第７条 市長は、補助金等の交付決定を行うときは、決定の内容及びこれに付した条件を補助金等

の交付の申請をした者に通知しなければならない。 

（内容等の変更） 

第８条 補助事業者等は、前条の規定による通知を受けた後、補助事業等の内容等について変更す

べき事由が生じたときは、補助金変更交付申請書（様式第７号）を市長に提出しなければならな

い。 

２ 市長は、前項の規定により補助金変更交付申請書の提出があった場合、当該申請に係る変更の

内容等が適正であると認めるときは、それを承認することができる。この場合において、補助金

等の交付決定額の変更が伴うときは、様式第８号により補助金等の交付の変更決定を行うものと

する。 

３ 前２条の規定は、前項の変更の承認及び変更決定について準用する。 

（申請の取下げ） 

第９条 補助金等の交付の申請をした者は、前２条の規定による通知を受けた場合において、当該

通知に係る補助金等の交付の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、通知を受けた日

から１箇月以内に申請の取下げをすることができる。 

２ 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定はなか

ったものとみなす。 

（補助事業等の遂行） 

第10条 補助事業者等は、法令等の定め並びに補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件

その他市長の命令及び指示に従い、善良な管理者としての注意をもって補助事業等を遂行すると

ともに、補助金等を他の用途へ使用してはならない。 

（状況報告） 

第11条 市長は、必要があると認めるときは、補助事業者等に対し補助事業等の遂行の状況につい

て報告を求めることができる。 

（補助事業等の遂行等の命令） 

第12条 市長は、補助事業等が補助金等の交付決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行され
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ていないと認めるときは、当該補助事業者等に対し、これに従って当該補助事業等を遂行すべき

ことを命ずることができる。 

２ 市長は、補助事業者等が前項の命令に違反したときは、その者に対し、当該補助事業等の遂行

の一時停止を命じることができる。 

（実績報告） 

第13条 補助事業者等は、補助事業等が完了したときは、事業実績報告書（様式第９号）に、事業

実績書（様式第４号）及び収支精算書（様式第５号）を添えて、市長に報告しなければならない。 

（補助金等の額の確定等） 

第14条 市長は、補助事業等の完了報告を受けた場合は、その報告に係る補助事業等の成果が補助

金等の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合する

と認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、様式第10号により当該補助事業者等に通知

するものとする。 

（補助金等の請求等） 

第15条 補助事業者等は、補助金等の請求をしようとするときは、補助金交付請求書（様式第11号）

を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定により補助金交付請求書の提出があった場合は、補助金の交付決定額の範

囲内において補助金等を交付することができる。 

３ 補助金等の交付を概算払により受けようとする場合は、第１項の規定にかかわらず、補助金概

算払申請書（様式第12号）及び補助金概算払請求書（様式第13号）を市長に提出しなければなら

ない。 

（決定の取消し） 

第16条 市長は、補助事業者等が、補助金等を他の用途へ使用し、その他補助事業等に関して補助

金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件、法令等若しくは市長の命令若しくは指示に違反

したときは、補助金等の交付決定額の全部又は一部を取り消すことができる。 

２ 前項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があった後においても適用

するものとする。 

３ 第７条の規定は、第１項の規定による取消しを行った場合も準用する。 

（補助金等の返還） 

第17条 市長は、補助金等の交付の取消しを行った場合は、補助事業等の当該取消しに係る部分に

関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。 



4/5  

（財産の処分の制限） 

第18条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事

業等の完了後においても善良な管理者としての注意をもって管理するとともに、補助金等の交付

の目的に従ってその効率的な運用を図らなければならない。 

２ 当該補助事業等により取得した財産の処分期限は、市長が別に定める。 

（立入検査等） 

第19条 市長は、補助金等に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、補助事業者等

若しくは間接補助事業者等に対して報告をさせ、又は職員にその事務所、事業場等に立ち入り、

検査させることができる。 

（証拠書類の保管） 

第20条 補助事業者等は、補助事業等に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該

収入及び支出に係る証拠書類を当該事業完了後５年間保管しなければならない。ただし、市長が

特に必要があると認める場合は、その期間とする。 

（その他） 

第21条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成18年２月27日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の日の前日までに、合併前の合志町補助金等交付規則（平成15年合志町規則第

14号）又は西合志町補助金等交付規則（昭和60年西合志町規則第14号）の規定によりなされた処

分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。 

附 則（平成23年３月７日規則第６号） 

この規則は、公布の日から施行し、平成23年２月８日から適用する。 

様式第１号（第３条関係） 

様式第２号（第３条関係） 

様式第３号（第４条関係） 

様式第４号（第４条、第13条関係） 

様式第５号（第４条、第13条関係） 

様式第６号（第５条関係） 
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様式第７号（第８条関係） 

様式第８号（第８条関係） 

様式第９号（第13条関係） 

様式第10号（第14条関係） 

様式第11号（第15条関係） 

様式第12号（第15条関係） 

様式第13号（第15条関係） 


